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(57)【要約】
本発明の医療装置用シャフトは、外側シースと、その内
部に可撓性の螺旋ラップとを含む。螺旋ラップの可撓性
は、螺旋のラップ幅、螺旋のラップ厚、または螺旋の空
隙間隔を変更することによって修正される。ラップ間の
間隔は、螺旋ラップを２つ以上の位置で螺旋ラップを取
り巻くカバーシースに付着させることによって維持され
る。一側面では、シャフトは、シャフトの近位部分より
も可撓性である遠位部分を有する。一側面では、シャフ
トは、その内部につる巻状螺旋ラップを有する外側シー
スを含む。螺旋ラップは、調節可能であって、シャフト
の対応する部分に所望の可撓性特徴を提供する。一側面
では、螺旋ラップは、螺旋ラップ内のラップ間またはそ
れに沿ったピッチまたは空隙間隔を変更することによっ
て調節可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）シャフトの中に含まれ、間に空隙を備えている複数のラップを有する螺旋ラップ
であって、近位部から遠位部まで該シャフトに沿って延在する、螺旋ラップと、
　（ｂ）該シャフトの第１と第２の位置との間の該螺旋ラップに沿う、任意の２つ以上の
ラップの該ラップ間の空隙間隔における変更と、
　（ｃ）少なくとも該第１および第２の位置における該シャフトに接続された該螺旋ラッ
プであって、それによって該ラップ間の空隙間隔の変更を維持する、該螺旋ラップと
　を備える、医療装置用シャフト。
【請求項２】
　前記遠位部における前記ラップの空隙間隔は、最大である、請求項１に記載のシャフト
。
【請求項３】
　前記近位部と前記遠位部との間に介在する中心部における前記ラップの空隙間隔は、該
近位部と比較するとより大きく、該遠位部と比較するとより小さい、請求項１に記載のシ
ャフト。
【請求項４】
　前記近位部における前記ラップの空隙間隔は、最小である、請求項１に記載のシャフト
。
【請求項５】
　カバーシースは、前記遠位部の端部から測定して約６～約１２インチの前記螺旋ラップ
に接続される、請求項１に記載のシャフト。
【請求項６】
　前記カバーシースは、前記遠位部の端部から測定して約８～約１０インチの前記螺旋ラ
ップに接続される、請求項１に記載のシャフト。
【請求項７】
　前記空隙間隔における変更は、前記遠位部において約１インチの追加の空隙間隔を提供
する、請求項１に記載のシャフト。
【請求項８】
　前記カバーシースは、接着剤、溶接、または物理的固定具のうちの１つによって前記螺
旋ラップに接続される、請求項１に記載のシャフト。
【請求項９】
　（ａ）ラップを有する第１の螺旋部と、
　（ｂ）該第１の螺旋部と異なる程度の可撓性を有する第２の螺旋部と
　を備える、医療装置用シャフト。
【請求項１０】
　前記第２の螺旋部は、前記ラップの巻回幅、すなわち前記第１の螺旋部のラップよりも
大きい巻回幅を備える１つ以上のラップを有する、請求項９に記載のシャフト。
【請求項１１】
　前記第２の螺旋部は、前記ラップの巻回幅、すなわち前記第１の螺旋部のラップよりも
小さい巻回幅を備える１つ以上のラップを有する、請求項９に記載のシャフト。
【請求項１２】
　前記第２の螺旋部は、３／８インチ～１／２インチの巻回幅を備える１つ以上のラップ
を有する、請求項９に記載のシャフト。
【請求項１３】
　前記第２の螺旋部は、前記ラップのラップ厚、すなわち前記第１の螺旋部のラップより
も大きいラップ厚を備える１つ以上のラップを有する、請求項９に記載のシャフト。
【請求項１４】
　前記第２の螺旋部は、前記ラップのラップ厚、すなわち前記第１の螺旋部のラップより
も小さいラップ厚を備える１つ以上のラップを有する、請求項９に記載のシャフト。
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【請求項１５】
　前記第２の螺旋部は、前記ラップの空隙間隔、すなわち前記第１の螺旋部のラップより
も大きい空隙間隔を備える１つ以上のラップを有する、請求項９に記載のシャフト。
【請求項１６】
　前記第２の螺旋部は、前記ラップの空隙間隔、すなわち前記第１の螺旋部のラップより
も小さい空隙間隔を備える１つ以上のラップを有する、請求項９に記載のシャフト。
【請求項１７】
　前記第２の螺旋部は、前記第１の螺旋部の１つ以上のラップが作製される材料と異なる
材料から成る１つ以上のラップを有する、請求項９に記載のシャフト。
【請求項１８】
　医療装置のシャフトのための螺旋の空隙間隔を維持する方法であって、
　（ａ）隣接するラップ間の空隙間隔を規定するラップを有する螺旋を取得することと、
　（ｂ）ラップ間の該空隙間隔を維持するために、該螺旋の軸方向に沿った２つ以上の位
置において、該シャフトを該螺旋に接続することと
　を含む、方法。
【請求項１９】
　前記シャフトを前記螺旋に接続することは、接着剤、溶接、または物理的固定具のうち
の１つによってなされる、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記空隙間隔は、前記シャフトを前記螺旋に接続する前に変更される、請求項１８に記
載の方法。
【請求項２１】
　空隙によって分離される一連のラップを有する螺旋ラップをシャフト内に備える医療装
置用シャフトであって、該螺旋ラップは、遠位部と、近位部と、該遠位部と該近位部との
間の中心部とを有し、該遠位部における空隙間隔は、近位部における空隙間隔よりも大き
い、医療装置用シャフト。
【請求項２２】
　前記シャフトは、前記遠位部における空隙間隔を前記近位部における空隙間隔よりも大
きく維持するために、２つ以上の位置で前記螺旋に接続される、請求項２１に記載のシャ
フト。
【請求項２３】
　前記螺旋ラップは、プラスチックから成る、請求項２１に記載のシャフト。
【請求項２４】
　前記中心部における空隙間隔は、前記近位部における空隙間隔よりも大きい、請求項２
１に記載のシャフト。
【請求項２５】
　前記中心部における空隙間隔は、前記遠位部における空隙間隔よりも小さい、請求項２
１に記載のシャフト。
【請求項２６】
　前記シャフトは、中心部における空隙間隔を維持するために、前記中心部における１つ
以上の位置で前記螺旋に接続される、請求項２１に記載のシャフト。
【請求項２７】
　シャフト内に螺旋ラップを備える医療装置用シャフトであって、該螺旋ラップは、該シ
ャフト内の他のラップの巻回幅とは異なる巻回幅を備える１つ以上のラップを有する、医
療装置用シャフト。
【請求項２８】
　遠位部を備えるシャフトであって、該シャフトの該遠位部は、該シャフトの他の部分の
巻回幅よりも小さい巻回幅を備える１つ以上のラップを有する、請求項２７に記載のシャ
フト。
【請求項２９】
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　遠位部を備えるシャフトであって、該シャフトの該遠位部における前記ラップの巻回幅
は、１／４インチ～３／８インチである、請求項２７に記載のシャフト。
【請求項３０】
　遠位部と近位部とを備えるシャフトであって、前記螺旋ラップは、該シャフトの近位方
向に増加する巻回幅を備えるラップを有する、請求項２７に記載のシャフト。
【請求項３１】
　シャフト内に螺旋ラップを備え、該螺旋ラップは、該シャフト内の他のラップのラップ
厚と異なるラップ厚を備える１つ以上のラップを有する、医療装置用シャフト。
【請求項３２】
　遠位部を備えるシャフトであって、該シャフトの該遠位部は、該シャフトの他の部分の
ラップ厚よりも小さいラップ厚を備える１つ以上のラップを有する、請求項３１に記載の
シャフト。
【請求項３３】
　遠位部と近位部とを備えるシャフトであって、前記螺旋ラップは、該シャフトの近位方
向に増加するラップ厚を備えるラップを有する、請求項３１に記載のシャフト。
【請求項３４】
　シャフト内に螺旋ラップを備え、該螺旋ラップは、空隙間の間隔を維持するために、該
シャフトの軸方向に沿った２つ以上の位置で該シャフトに接続され、かつ、該接続間のシ
ャフト内における移動が自由である、内視鏡用シャフト。
【請求項３５】
前記螺旋は、接着剤、溶接、または物理的固定具のうちの１つによって前記シャフトに付
着される、請求項３４に記載のシャフト。
【請求項３６】
　シャフト内に螺旋ラップを備え、該螺旋ラップは、該シャフトの他のラップの空隙間隔
と異なる空隙間隔を備える隣接するラップを有する、医療装置用シャフト。
【請求項３７】
　遠位部を備えるシャフトであって、該シャフトの該遠位部は、該シャフトの他の部分の
空隙間隔と比較して、より小さい空隙間隔を備えるラップを有する、請求項３６に記載の
シャフト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の技術分野）
　本発明は、概して、医療装置に関し、より具体的には、内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　侵襲性が比較的高い医療処置を施行する代替として、多くの医師は、内視鏡およびカテ
ーテルを利用して、患者の内部組織において診断および治療の処置を行う。この低侵襲性
アプローチによって、内視鏡またはカテーテル等の医療装置を着目部位まで進行させて、
その処置を行う。ほとんどの内視鏡およびいくつかのカテーテルは、遠位端が着目地点に
到達するまで患者の生体構造内を進行させられる操縦可能なシャフトを備えている。
【０００３】
　内視鏡を生体構造の中で進行させるために必要な力に耐えながら、装置を操縦可能にす
るために、いくつかの内視鏡およびカテーテルは、そのシャフトに沿って可変である剛性
を有する。装置の先端は、概して、操縦可能なように可撓性である一方、近位端は、使用
の際に医師によって加えられる力を伝達するために比較的剛性が高い。
【０００４】
　再利用可能な内視鏡では、そのような可変の可撓性は、螺旋は変更されないで、典型的
には、シャフトの外側シースが作製される材料を変更することによって、またはシース内
の編組特徴を変更することによって提供される。両アプローチとも有効であるが、このよ
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うな方法で作製されるシャフトは、製造費用が高くなる可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　内視鏡またはカテーテル等の装置が使い捨て使用を目的とする場合、その装置は、一人
の患者に使用され、その後に廃棄可能であるように製造するために、十分安価でなければ
ならない。使い捨て内視鏡のシャフトは、従来の内視鏡におけるそれらと同等またはより
優れた性能特徴を有するとともに、より安価に製造される必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下にさらに詳述されるように、本発明は、内視鏡またはカテーテル等の医療装置にお
いて使用するためのシャフトであって、その全長に沿って可変である可撓性を有する。
【０００７】
　一側面では、シャフトは、シャフトの近位部分よりも可撓性である遠位部分を有する。
【０００８】
　一側面では、シャフトは、その内部につる巻状の螺旋ラップ（ｓｐｉｒａｌ　ｗｒａｐ
）を有する外側シースを含む。螺旋ラップは、調節可能であって、シャフトの対応する部
分に所望の可撓性特徴を提供する。
【０００９】
　一側面では、螺旋ラップは、螺旋ラップ内のラップ間またはそれに沿ったピッチまたは
空隙間隔を変更することによって調節可能である。加えて、または代替的に、個々のラッ
プの幅または螺旋ラップの厚さを調節して、所望の可撓性特徴を提供することが可能であ
る。
【００１０】
　別の側面では、螺旋ラップの一部を作製する材料を調節して、所望の可撓性特徴を提供
する。
【００１１】
　上述の側面および本発明の付帯的な利点の多くは、付随の図面と関連してなされる以下
の詳細な説明を参照することによって、より容易にそれらが理解され、同じく理解が深ま
るであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　上述のように、本発明による実施形態は、その全長に沿って可変である可撓性を有する
医療装置内で使用するための、方法およびシャフトに関する。開示される実施形態では、
シャフトは、内視鏡内で使用される。しかしながら、本発明は、カテーテルまたは他の低
侵襲性装置内でも使用可能であることが理解されるであろう。代理人整理番号ＢＳＥＮ１
２６４０８号、発明の名称「Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｓｈａｆｔ　ｗｉｔｈ　
Ａｎｇｌｅｄ　Ｓｐｉｒａｌ　Ｗｒａｐ」の同時係属出願において、出願人は、角度を成
す、多面性の、弓状、かつ不整形周縁部を備えるラップを有する、可撓性螺旋ラップにつ
いて説明しており、同様にシャフト可撓性を調節するために使用される。この出願は、参
照することによって、明示的に本明細書に援用される。
【００１３】
　図１は、シャフトの全長に沿って可変である可撓性を有するシャフト１００の一部分を
示す図である。一実施形態では、シャフトは、螺旋ラップを被覆するためのポリウレタン
包装体（図示せず）を含むシースで積層される、螺旋ラップ１０２として構成される。編
組（同様に図示せず）は、包装体上に載設され、シャフトにねじり強度を提供する。最後
に、編組は、押出、浸漬等の工程によるポリウレタンコーティングで被覆される。シャフ
トは、画像センサ用の相補性金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）、照明用発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）等の他の装置、および操縦用の１つ以上の制御線等を含んでもよいことを理解され
たい。簡潔にするために、これらの追加の構成要素は、本願において図示または説明され
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ない。さらに、明確にするために、図示されるシース１０４は、単一の層を有する。しか
しながら、シース１０４は、単なる典型例であって、２つ以上の層を有してもよいことを
理解されたい。加えて、シャフトの種々の実施形態は、使い捨て内視鏡においても使用可
能である。使い捨て内視鏡の一実施例は、２００５年９月８日出願の米国特許出願公開第
２００５０１９７５３６号に記載されており、参照することによって本願に援用される。
【００１４】
　螺旋ラップ１０２は、ラップ１３４等のいくつかの個々のラップを含む、つる巻コイル
である。各個々のラップは、螺旋ラップ１０２上の任意の位置から開始し、３６０°完全
に１周するまで螺旋１０２に沿って継続することによって画定されてもよい。各個々のラ
ップは、前周縁部１３６と、後周縁部１３８とを有する。隣接するラップは、空隙１０６
によって互いに離間される。「空隙間隔」は、任意のラップの前周縁部と、隣接するラッ
プの後周縁部との間の距離である。概して、修正がない場合、螺旋ラップ１０２のラップ
間の空隙間隔１０６は、螺旋ラップ１０２の全長に沿って均一である。加えて、螺旋ラッ
プ１０２の個々のラップは、幅および厚さの両方において均一である。均一なラップ１３
４および均一な空隙１０６を有する螺旋ラップ１０２は、概して、その全長に沿って実質
的に一定の可撓性を有する。
【００１５】
　上述のように、本発明の実施形態は、シャフトの全長に沿ってその剛性を変化させるた
めに、あるいは、その全長に沿った編組の変更、またはシャフトコーティング等における
異なる材料の使用等、他の技術による可変剛性が既に存在する場合に、シャフトに沿って
剛性を変更するために、シャフト内の螺旋ラップを修正するステップを含む。本発明の実
施形態は、以下のうちの１つ以上を含む。（１）螺旋ラップにおける２つ以上のラップ間
の空隙間隔を変化させるステップ、（２）１つ以上のラップの巻回幅を変化させるステッ
プ、（３）１つ以上のラップのラップ厚を変化させるステップ、（４）螺旋ラップの構成
材料を変更するステップ。上述の（１）から（４）の技術の一部または全部は、任意の数
のラップに対し、螺旋ラップ１０２の任意の位置で実施可能である。
【００１６】
　本発明の一実施形態では、螺旋ラップ１０２等の螺旋ラップの一部の可撓性は、遠位部
１０８、中心部１３２、および近位部１１０のうちの１つ、または全部の一部あるいは全
体に沿って、空隙間隔を増幅させることによって増加させることが可能である。
【００１７】
　ラップ１３４等の螺旋ラップ１０２の隣接するラップ間の空隙間隔１０６は、概して、
小さい。一実施形態では、修正のない場合、シャフト１００は、内視鏡のシャフト中心部
１３２および近位部１１０のために使用される。空隙間隔１０６が小さいことによって、
シャフト１００に中心部１３２および近位部１１０における十分な座屈強度を提供する。
しかしながら、螺旋ラップ１０２における空隙間隔１０６は、遠位部１０８において増幅
し、追加の可撓性を提供する（そのような可撓性は望ましい）。あるいは、本発明の実施
形態は、遠位部１０８において元の空隙間隔を使用して、中心部１３２および／または近
位部１１０において空隙間隔を減幅する螺旋ラップを有するシャフトを含む。螺旋ラップ
１０２の空隙間隔１０６は、遠位部１０８、中心部１３２、および近位部１１０の任意の
１つまたは全部において増減されるか、あるいは空隙間隔１０６の増減の任意の組み合わ
せとされてもよい。遠位部における空隙間隔１０６を増幅するための典型的方法の以下の
説明は、１つ以上の部分の空隙間隔１０６の増減に適用可能である一例示的な方法を示す
役割を果たす。
【００１８】
　図２は、本発明の一実施形態による、螺旋ラップ１０２と、カバーシース１０４とを有
する修正シャフト１００の断面の図である。上述のように、螺旋ラップ１０２は、遠位部
１０８と、近位部１１０と、中心部１３２とを有し、初めは、３つ全部が実質的に同一の
剛性または可撓性を有する。空隙間隔を変化させることによって可撓性を変化させる典型
的な実施例として、遠位部１０８における可撓性を増加させる。この実施例では、螺旋ラ
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ップ１０２の近位部１１０および中心部１３２は、修正を必要としないものと仮定される
。非修正の螺旋ラップ１０２は、近位部１１０および中心部１３２における空隙間隔１１
４と類似する、遠位部１０８における空隙間隔１１２を有する。
【００１９】
　本発明の実施形態では、カバーシース１０４は、カバーシース１０４を押し付ける螺旋
ラップ１０２によって生じる単なる摩擦以外によって、螺旋ラップ１０２に固着または固
定される。この追加の付着を達成するための一方法は、金属ネジ、ピン、リベット等の物
理的固定具を使用することである。代替の付着手段として、超音波によって定位置に生成
あるいは貼付、および／または熱および／または圧力によって再成形可能なプラスチック
ピンまたはリベット、あるいは溶接を含む。また、ステープル（金属、プラスチック、ま
たは他の材料）を使用して、カバーシース１０４と螺旋ラップ１０２とにステープルを通
すことによって螺旋ラップ１０２を固着し、シャフト１００の内径（または逆に、外径）
においてアンビルで再成形してもよい。湾曲した突起部を備える型押しされたリングを使
用して、カバーシース１０４の外径および内側の螺旋ラップ１０２内にスエージ加工され
てもよい。あるいは、接着剤を使用して、螺旋ラップ１０２をカバーシース１０４の内側
表面に接着してもよい。螺旋ラップ１０２は、カバーシース１０４の内側表面に熱固定さ
れてもよい。この実施例では、螺旋ラップ１１７内に延在するが貫通しない、３つの皿孔
１１６が穿設され、カバーシース１０４にタップされる。一実施形態では、孔１１６は、
シャフト１０２の遠位部１０８の端部から約６～１２インチにあって、好ましくは、８～
１０インチにある。皿孔１１６は、カバーシース１０４の周囲に互いに１２０°で載設さ
れる。ネジ１１８は、３つの位置で皿孔１１６に螺入される。あるいは、追加または減数
された皿孔１１６およびネジ１１８を使用してもよい。ネジ１１８が皿孔１１６に螺入さ
れると、カバーシース１０４および螺旋ラップ１０２が、ラップ１１７において互いに対
して固定された状態となることが理解されるであろう。しかしながら、螺旋ラップ１０２
は、遠位部１０８において、カバーシース１０４に対して摺動可能である。ラップ１１７
の位置でカバーシース１０４に添着された螺旋ラップ１０２によって、螺旋ラップ１０２
の遠位部１０８は、矢印１３０によって示される方向に牽引され、空隙間隔が増幅する。
【００２０】
　螺旋１０２は、直接抜脱されるか、または抜脱に伴って解巻することが可能である。螺
旋１０２は、全長の拡大に伴って、自動的に直径を減少させられる。離脱に伴って螺旋１
０２を解巻することによって、直径の維持が可能となる。これによって、螺旋１０２とシ
ース１０４との間の継続的密嵌が保証され、外側シース１０４の捩れまたは崩壊の危険を
防止する。螺旋１０２を解巻せずに牽引する場合、直径の若干の減少によって、この領域
における曲げ剛性のさらなる減少が助長され得る。
【００２１】
　図３に示されるように、牽引力によって、ラップ１１７前方の遠位部１０８における空
隙間隔１１２が増幅される。約１インチの追加の空隙間隔１１２が、遠位部１０８に追加
される。増幅構成における空隙間隔１１２によって、３つの追加の皿孔１２１が、ラップ
１１９の遠位部１０８におけるカバーシース１０４および螺旋ラップ１０２に提供される
。ネジ１２０が、ラップ１１９の穿設およびタップされた皿孔１２１内に載設され、第２
の応力付与後の構成において螺旋ラップ１０２を保持することが可能である。過剰および
カバーシース１０４を超過する螺旋ラップ１０２材料は切断され、廃棄可能である。近位
部１１０または中心部１３２のいずれかにおける空隙間隔１１４と比較して、遠位部１０
８においてより大きい空隙間隔１１２を有する螺旋ラップ１０２が生成される。遠位部１
０８におけるラップ間の追加の空隙間隔によって、カラム強度の損失を少なくして、急屈
曲におけるより大きい可撓性を螺旋ラップ１０２に提供する。概して、最大空隙間隔を有
するラップは、他の事項は同等のまま、螺旋における最大可撓性を提供する。
【００２２】
　本発明の他の実施形態では、可撓性または剛性は、シャフト上のいくつかの位置で変更
可能である。シャフトは、近位部において非常に緊密に包装されたラップで製造されても
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よい。次いで、螺旋は、シャフトの中心部において小量だけ固定および拡開され、その後
、再度固定することが可能である。次いで、螺旋は、遠位部において最大可撓性得るため
に、遠位部においてより大量に拡開される。中心部は、高座屈強度の近位部と、高可撓性
の遠位部との間で、過渡的な可撓性を有することが可能である。これによって、シャフト
可撓性における急激な移行を防止し、患者の生体構造内を正確に追跡するシャフト能力を
増加させてもよい。シャフトの異なる部分は分離されることができ、これによって、シャ
フトの異なる部分に異なる特性を持たせることが可能となる。
【００２３】
　本発明の実施形態のさらなる利点は、螺旋ラップが、補助的作用として実行される空隙
間隔への任意の変更を伴って、連続的なベースの上に製造可能であることである。これは
、シャフトカバーのデュロメータを変化させるステップ、編組角度を変化させるステップ
、またはシャフトを切断長に製造するステップと比較して、シャフトの剛性を変化させる
ための非常に安価な方法である。有利なことに、プラスチックを用いることによって、螺
旋は、空隙間隔を変更するために切断される必要はない。螺旋は、シャフト内に１つの単
一片として残ることによって、捩れの危険が最小となる。シャフト製造プロセスは、シャ
フトの中心部および近位部に必要な座屈強度を提供する適切な条件で実行可能である。そ
の後、螺旋は、カバーシースに固着され、これらの部分における性能を維持する一方、遠
位部を調節し、必要な可撓性を提供する。
【００２４】
　本発明の他の実施形態では、螺旋の可撓性は、螺旋に沿った任意の位置において、１つ
以上のラップの巻回幅および／またはラップ厚を変化させることによって変更される。本
発明のいくつかの実施形態では、螺旋は、切断される必要があってもよい。例えば、剛性
を減少（可撓性を増加）させるために、螺旋ラップの遠位部を切断することが可能である
。残りの低可撓性のラップを近位部で使用し、より可撓性の螺旋ラップを遠位部で使用す
ることが可能である。これは、薄肉、減少幅を備えるラップを有する遠位部螺旋、または
より可撓性材料から成る螺旋のいずれかによって達成可能である。結果として、シャフト
の中心部および近位部においてより高剛性と、遠位部においてより高可撓性とを備えるシ
ャフトとなる。ラップ厚および／または巻回幅および／またはラップ材料を変化させるこ
とによって、可変剛性を有するシャフトを生成する安価な方法を提供する。
【００２５】
　図４を参照すると、螺旋ラップ２０２と、カバーシース２０４とを有するシャフト２０
０が示される。シャフト２００は、近位部２０６と、遠位部２０８と、近位部２０６と遠
位部２０８との間の中心部２０７とを有する。近位部２０６のラップ２１０等のラップは
、前周縁部２１２と後周縁部２１４との間の距離で画定される巻回幅２２２を有する。一
実施形態では、近位部２０６におけるラップの巻回幅２２２は、３／８インチ～１／２イ
ンチの間で可変する。遠位部２０８のラップ２１６等のラップは、近位部２０６の巻回幅
２２２と比較して、前周縁部２１８から後周縁部２２０まで、比較的に小巻回幅２２４を
有する。一実施例では、遠位部２０８におけるラップの巻回幅２２４は、１／４インチ～
３／８インチの間で変更可能である。中心部２０７におけるラップの巻回幅２２３は、遠
位部２０８の巻回幅２２４よりも大きく、近位部２０６の巻回幅２２２と同一またはそれ
よりも小さくなることが可能である。近位部２０６における空隙間隔２３０は、遠位部２
０８の空隙間隔２３４および／または中心部２０７の空隙間隔２３２と同一または異なる
ことが可能である。あるいは、遠位部２０８の空隙間隔２３４、中心部２０７の空隙間隔
２３２、および近位部２０６の空隙間隔２３０は、互いに異なることが可能である。近位
部２０６の巻回幅２３０および中心部２０７の巻回幅２２３と比較して、遠位部１０８に
おいて小巻回幅２２４を有する螺旋ラップ２０２は、遠位部２０８においてより大きな可
撓性を有する。概して、最小の巻回幅を備えるラップは、他の事項は同等のまま、螺旋に
おける最大可撓性を提供する。
【００２６】
　本発明による一実施形態は、遠位部２０８においてより小さい巻回幅２２４を提供する
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ための方法である。本方法は、螺旋ラップ１０２（図１）等の螺旋ラップを取得するステ
ップと、カバーシース１０４に挿入前または後に、事前修正された螺旋ラップ１０２から
遠位部１０８の一部を切断するステップとを含む。より小さい巻回幅を有する異なる螺旋
ラップを使用して、除去部を交換することが可能である。このように、遠位部２０８の剛
性は、中心部２０７および近位部２０６と比較して変更することができる。新しい遠位部
２０８は、超音波、レーザ等を介して、中心部２０７に溶接することが可能である。カバ
ーシース２０４は、紫外線（ＵＶ）透過材料から成り、遠位部２０８から中心部２０７の
カバーシース２０４を通してレーザ溶接を可能にする。あるいは、接着剤または物理的固
定具を使用して、新しい遠位部２０８を螺旋ラップ２０２に付着させることが可能である
。あるいは、螺旋ラップの任意の部分を除去し、除去された部分よりも大きい、小さい、
または同一の巻回幅を有する螺旋ラップと交換することが可能である。同一の巻回幅を有
する螺旋ラップと除去部を交換することによって可撓性を変更するステップは、概して、
新しい部分に対して異なる材料を使用するステップを含む。さらに、螺旋ラップの可撓性
は、除去された螺旋ラップを図１０に示されるスロット管等の異なる設計と交換すること
によって変更することが可能である。スロット管は、非修正の螺旋ラップよりも薄肉かつ
より可撓性を有してもよい。スロット管は、十分な座屈強度を保証する一方、可撓性を減
少させる利点を有する。また、遠位端において剛性を減少させるための上述の方法も、座
屈強度を減少させるであろう。
【００２７】
　螺旋ラップにおける可変巻回幅２２４を達成するための代替技術は、管が押し出される
際に、プラスチック管壁を切断する切断器を調節するステップを含む。そのような押出プ
ロセスは、軸方向に沿って管を進行させる。切断器は、管壁に押し出されるとともに、管
の周囲を回転する一方、管は前進する。押出速度および切断器の回転速度が一定である場
合、螺旋ラップは、均一幅のラップを有する。しかしながら、切断器の速度または押出率
のいずれかは、ラップ幅を変更するために変化させることが可能である。
【００２８】
　本発明による一実施形態は、近位部と比較して小さいラップ厚を備える遠位部を有する
管である。図５を参照すると、螺旋ラップ３０２と、カバーシース３０４とを有するシャ
フト３００が示される。シャフト３００は、近位部３０６と、遠位部３１０と、近位部３
０６と遠位部３１０との間に介在される中心部３０８とを有する。螺旋ラップ３０２は、
近位部３０６から遠位部３１０に配置される一連のラップを含む。近位部３０６における
空隙間隔３２２は、中心部３０８の空隙間隔３２４または遠位部３１０の空隙間隔３２６
と同一または異なることが可能である。遠位部３１０、中心部３０８、および近位部３０
６における各ラップは、螺旋ラップ３０２の外径３２８と内径３３０との間で測定される
厚さを有する。この寸法は、本願においてラップ厚と称される。一実施形態では、螺旋ラ
ップ３０２の外径は、７．５ｍｍ～１１．５ｍｍの範囲であって、螺旋ラップ３０２の内
径は、６．５ｍｍ～１１．０ｍｍの範囲であることが可能である。近位部３０６における
ラップ３１２等のラップは、中心部３０８におけるラップ３１４等のラップのラップ厚３
１５と比較して、同一または異なることが可能なラップ厚３１８を有する。遠位部３１０
におけるラップ３２１等のラップは、近位部３０６におけるラップ厚３１８、および中心
部３０８におけるラップ厚３１５よりも小さいラップ厚３２０を有する。概して、最小の
ラップ厚を有するラップは、他の事項は同等のまま、螺旋における最大可撓性を提供する
。薄肉螺旋は、シャフト内側により多くの自由空間を生成するという付加的な利点を有す
る。これによって、シャフト内径（ＩＤ）と管束との間の壁間の摩擦を低減する。これは
、シャフト遠位端の曲げ剛性のさらなる低減を助長する。
【００２９】
　本発明による一実施形態は、遠位部３１０においてより薄いラップ厚３２０を提供する
ための方法である。本方法は、シャフトを組み立てる前または後に、事前修正された螺旋
から遠位部３１０の一部を切断するステップを含む。より薄いラップ厚３２０を有する異
なる螺旋ラップは、遠位部３１０に固着され、螺旋ラップを完成することが可能である。
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このように、遠位部３１０の剛性は、中心部３０８および近位部３０６と比較して、変化
させることが可能である。新しい遠位部３１０は、中心部３０８に溶接することが可能で
ある。カバーシース３０４は、ＵＶ透過材料から成り、遠位部３１０から中心部３０８の
カバーシース３０４を通して溶接を可能にする。あるいは、接着剤または物理的固定具等
を使用して、新しい遠位部３１０を螺旋ラップ３０２に付着させることが可能である。あ
るいは、螺旋の任意の部分を除去し、除去された部分より大きい、小さい、または同一の
ラップ厚を有する螺旋部と交換することが可能である。同一のラップ厚を有する螺旋と除
去部分を交換することによって可撓性を変更するステップは、概して、新しい部分に対し
異なる材料を使用するステップを含む。図１０のスロット管を使用して、除去された螺旋
ラップを交換し、遠位部においてより可撓性を提供してもよい。
【００３０】
　図６を参照すると、螺旋ラップ４０２と、カバーシース４０４とを有するシャフト４０
０が示される。シャフト４００は、近位部４１０と、遠位部４１２と、近位部４１０と遠
位部４１２との間に介在する中心部４１４とを有する。螺旋ラップ４０２は、近位部４１
０から遠位部４１２までの一連のラップである。近位部４１０における空隙間隔４２４は
、遠位部４１２の空隙間隔４２２と同一または異なることが可能である。本実施形態では
、このラップは、ラップが近位部４１０から遠位部４１２に接近するにつれ、巻回幅が漸
次的に減少する。例えば、近位部４１０におけるラップ４０６は、螺旋ラップ４０２にお
ける最大の巻回幅４１６を有する。ラップ４０６は、螺旋ラップ４０２の近位端ラップで
あることが可能である。遠位部４１２におけるラップ４０８は、最小の巻回幅４１８を有
する。ラップ４０８は、螺旋ラップ４０２の遠位端ラップであることが可能である。ラッ
プ４０６とラップ４０８との間の中間ラップは、漸次的に巻回幅が減少し、近位部４１０
のラップ４０６に隣接するラップから開始して、遠位部４１２のラップ４０８で終了する
。漸次的に減少する巻回幅のラップを有する螺旋ラップ４０２等の螺旋ラップは、近位部
４１０から遠位部４１２の螺旋ラップ４０２の可撓性を次第に増し、螺旋ラップ４０２に
沿った可撓性の急激な変更を回避することが可能である。さらに、可撓性の漸次的変更は
、空隙間隔および／またはラップ厚、あるいは近位部から遠位部の３つすべての部分の漸
次的増減にも適用可能である。
【００３１】
　本発明の一実施形態は、巻回幅の漸次的変更を有する螺旋を生成するための方法である
。螺旋ラップ４０２は、管が押し出されるのに伴って、切断器が管の縦軸に沿って加速ま
たは減速されるように、切断器で管を切断しながらプラスチック管を押し出すことによっ
て生成される。あるいは、切断器の速度は、１つのラップ、すなわち、管が１周する間一
定に保つことが可能であって、次のラップ、すなわち、管の次の１周の切断の間、速度が
加速（または減速）される。
【００３２】
　上述の議論から理解され得るように、本発明による実施形態は、螺旋ラップを有するシ
ャフトを含み、空隙間隔、ラップ厚、および巻回幅のうちの任意の１つまたは全部を、螺
旋に沿って任意の１つ以上のラップに対して増減することが可能であり、漸次的変更を含
む。さらに、空隙間隔、ラップ厚、および巻回幅のうちの任意の１つまたは全部を増減す
るステップの組み合わせは、１つの螺旋における任意の１つ以上のラップに対して実装す
ることが可能である。例えば、いくつかの螺旋は、２つ以上のラップに適用される異なる
空隙間隔と、１つ以上のラップに適用される異なる巻回幅と、１つ以上のラップに適用さ
れる異なるラップ厚とをすべて１つのシャフトに有することが可能である。さらに、螺旋
ラップの部分が除去され、異なる螺旋または異なる管設計と交換される場合、新しい螺旋
ラップにおいて使用される材料は、元の螺旋ラップで使用される材料とは異なる、または
異なる設計であることが可能である。例えば、カバーシースがポリウレタンである場合、
除去された螺旋と交換される螺旋もまた、カバーシースのポリウレタン表面への熱固定を
促進するため、またはカバーとのより優れた接着適合性のために、ポリウレタンから成る
ことが可能である。さらに、上述の方法およびそれによって生成される螺旋は、プラスチ
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ック螺旋に限定されない。上述のように、金属から成る螺旋の可撓性を変更することが可
能である。有利なことに、空隙間隔、巻回幅、ラップ厚、構成材料、または管設計のうち
の任意の１つを変更することによって、所望の程度の可撓性または剛性を有するシャフト
を生成する能力を提供する。所望の程度の可撓性または剛性が、空隙間隔を変更すること
によって達成されると、本発明による一実施形態は、シャフトに沿って所望の空隙間隔を
維持するための方法を提供する。
【００３３】
　図７を参照すると、螺旋ラップ７０２と、カバーシース７０４とを有するシャフト７０
０が示される。シャフト７００は、近位部７１８と、遠位部７１４と、近位部７１８と遠
位部７１４との間の中心部７１６とを有する。近位部７１８におけるラップ７０６、中心
部７１６におけるラップ７３６、および遠位部７１４におけるラップ７４６等のラップは
、同一または異なる巻回幅、ラップ厚、および空隙間隔を有しても、あるいは有さなくて
もよい。近位部７１８における空隙間隔７０８、中心部７１６における空隙間隔７１０、
または遠位部７１４における空隙間隔７１２は、上述のように調節されても、あるいは調
節されなくてもよい。しかしながら、シャフト７００の通常使用の間、近位部７１８、中
心部７１６、および遠位部７１４における空隙間隔７０８をシャフト７００の寿命を通じ
て変更することが可能である。空隙間隔が増幅する場合、その増幅によって、影響される
位置においてより大きな可撓性（剛性の減少）がもたらされる。空隙間隔が減幅する場合
、その減幅によって、影響される位置において可撓性の減少（剛性の増加）がもたらされ
る。種々の理由のため、空隙間隔を維持することが望ましい。所望の設定に空隙間隔を維
持するために、カバーシース７０４は、シャフト７００の軸方向に沿って、２つ以上の位
置で螺旋ラップ７０２に固定される。一実施形態では、円周溶接７２２が、螺旋ラップ７
０２のラップをカバーシース７０４に溶接するために提供される。円周溶接７２２は、近
位部７１８、中心部７１６、遠位部７１４等の螺旋ラップ７０２およびカバーシース７０
４上の任意の位置に提供されてもよい。装置７２４等の溶接エネルギ源は、矢印７２０に
よって示されるように、装置７２４が超音波エネルギを発し、螺旋ラップ７０２のラップ
とカバーシース７０４の内部との間に円周溶接７２２を生成すると、シャフト７００を回
転させることによって、カバーシース７０４と螺旋ラップ７０２との間に超音波溶接を提
供することが可能である。一実施形態では、溶接７２２は、シャフト７００周囲の連続帯
である。溶接７２２は、シャフト７００の全長に沿って軸方向に一定の離間間隔で繰り返
すことが可能である。溶接７２２は、カバーシース７０４に対して許容される螺旋ラップ
７０２の移動量を制限する。本発明による代替実施形態は、放射状パターンで一連のスポ
ット溶接を適用する方法を含む。
【００３４】
　カバーシース７０４は、紫外線（ＵＶ）光に対し透過性であってもよい。これによって
、シャフトを通してＵＶ硬化性接着剤を注入し、要求される位置における外側シースに螺
旋を接合させることが可能となる。次いで、この接着剤は、ＵＶ光に暴露することによっ
て硬化可能である。
【００３５】
　螺旋が、概して、接着接合に好適ではないポリエチレンから成る設計では、以下の方法
で接着剤を依然として使用して、外側シースに螺旋を固定することが可能である。接着剤
は、シースを通して注入可能であって、螺旋のラップ間に突出し、螺旋をシースに固定す
るシースの内壁上にリッジを形成する。
【００３６】
　図８を参照すると、螺旋ラップ８０２と、カバーシース８０４とを有するシャフト８０
０が示される。シャフト８００は、近位部８１８と、遠位部８１４と、近位部８１８と遠
位部８１４との間の中心部８１６とを有する。近位部８１８におけるラップ８０６、中心
部８１６における８３６、および遠位部８１４におけるラップ８４６等のラップは、同一
または異なる巻回幅、ラップ厚、および空隙間隔を有しても、または有さなくてもよい。
近位部８１８における空隙間隔８０８、中心部８１６における空隙間隔８１０、または遠
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位部８１４における空隙間隔８１２は、上述のように調節されていても、または調節され
ていなくてもよい。しかしながら、シャフト８００の通常使用の間、近位部８１８、中心
部８１６、および遠位部８１４における空隙間隔８０８をシャフト８００の寿命を通じて
変更することが可能である。空隙間隔が増幅する場合、その増幅によって、影響される位
置においてより大きな可撓性（剛性の減少）がもたらされる。空隙間隔が減幅する場合、
その減幅によって、影響される位置において可撓性の減少（剛性の増加）がもたらされる
。種々の理由のため、空隙間隔を維持することが望ましい。所望の設定に空隙間隔を維持
するために、カバーシース８０４は、シャフト８００の軸方向に沿って、２つ以上の位置
で螺旋ラップ８０２に固定される。一実施形態では、スポット溶接８２２が、螺旋ラップ
８０２のラップをカバーシース８０４に溶接するために提供される。スポット溶接８２２
は、近位部８１８、中心部８１６、遠位部８１４等の螺旋ラップ８０２およびカバーシー
ス８０４上の任意の位置に提供されてもよい。装置８２４等の溶接エネルギ源は、矢印８
２０によって示されるように、装置８２４が超音波エネルギを発し、螺旋ラップ８０２の
ラップとカバーシース８０４の内部との間にスポット溶接８２２を生成すると、シャフト
８００を回転させることによって、カバーシース８０４と螺旋ラップ８０２との間に超音
波溶接を提供することが可能である。スポット溶接８２２は、シャフト８００の１周の周
囲に生成される。スポット溶接８２２は、シャフト８００の全長に沿って軸方向に一定間
隔で繰り返すことが可能である。スポット溶接８２２は、カバーシース８０４に対して許
容される螺旋ラップ８０２の移動量を制限する。
【００３７】
　カバーシース７０４、８０４、および螺旋ラップ７０２、８０２のために使用される材
料は、溶接を可能にするために好適である。材料は、ポリエチレン、高密度ポリエチレン
、およびポリウレタン等のポリマーを含む。組み立て前の螺旋ラップ７０２、８０２の外
径が、カバーシース７０４、８０４の内径よりも大きい場合、螺旋ラップ７０２、８０２
は、組み立て時、カバーシース７０４、８０４の内側に圧接する。溶接は、溶接される部
品間の接触を必要とする。
【００３８】
　図９を参照すると、内視鏡９００は、シャフト９３４と、ハンドル９２４とを有する。
ハンドル９２４は、導管９８０を介して制御部（図示せず）に接続される。シャフト９３
４は、螺旋ラップ９０２と、カバーシース９０４とから構成される。螺旋ラップ９０２は
、本明細書に記載の本発明の実施形態によって生成される螺旋のうちの任意の１つである
ことが可能である。内視鏡９００が示されるが、生体構造を追跡する任意の医療装置は、
上述の実施形態のうちの任意の１つによって生成される螺旋ラップを有するシャフトを備
えることが可能である。
【００３９】
　図１０は、概して、外側壁１２３２と中心内腔１２０２とを備える円筒形として形成さ
れるスロット管部分１２００を示す。一連のスロット１２２０は、スロット管を連接させ
る壁１２３２の外周のまわりに配列される。スロット管が、上述のように、除去される螺
旋ラップの任意の部分と交換可能なように、管の壁厚を変更し、可撓性を増減することが
可能である。
【００４０】
　別の側面では、シャフト特性は、全長に沿って、または部分毎に修正可能である。例え
ば、シャフトの所望の部分を選択的に照射する方法が考えられる。この放射は、種々のス
ペクトル、例えば、所望の部分におけるシャフトポリマー材の架橋結合を増加させる目的
で、ガンマ粒子であることが可能である。
【００４１】
　本発明の好ましい実施形態が図示および説明されたが、本発明の範囲から逸脱すること
なく、そこに種々の変更を成し得ることを理解されるであろう。したがって、本発明の範
囲は、以下の請求項およびその同等物から判断されることが意図される。
【００４２】
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　独占的財産または特権が請求される本発明の実施形態は、以下の請求項のように定義さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１は、本発明の実施形態による、医療装置における使用のためのシャフトの一
実施形態を示す。
【図２】図２は、本発明の実施形態による、螺旋ラップと可変可撓性を有するシースの横
断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態による、可変可撓性を有するシャフト内の螺旋ラップ
を示す。
【図４】図４は、本発明のさらに別の実施形態による、可変可撓性を有するシャフト内の
螺旋ラップを示す。
【図５】図５は、本発明のさらに別の実施形態による、可変可撓性を有するシャフト内の
螺旋ラップを示す。
【図６】図６は、本発明のさらに別の実施形態による、可変可撓性を有するシャフト内の
螺旋ラップを示す。
【図７】図７は、本発明の実施形態による、医療装置のシャフト内の螺旋ラップを定着す
るための一技術を示す。
【図８】図８は、本発明の実施形態による、生体構造を追跡する際に使用するための、医
療装置のシャフト内の螺旋ラップを定着するための別の技術を示す。
【図９】図９は、本発明の実施形態による、可変可撓性シャフトを有する内視鏡の図であ
る。
【図１０】図１０は、本発明のさらに別の実施形態による、螺旋ラップの除去部を交換可
能なスロット管を示す。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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